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ビジョン要約版Ⅰ 

庄内厚生館ビジョン２０２６ ～ＮＥＸＴ８０～ 

１ 法人理念を共有・共感し、実践する組織を目指します。 

 法人理念の周知・理解・実践 

私たちが大切にしたい価値観（４つの価値観）を念頭

に、職員一人ひとりが「ありたい姿」「あるべき姿」を

描き周知、理解を深めると共に理念行動のもと社会的

使命を果たす。 

２ 社会福祉法人として、利用者個々のニーズ及び地域・社会のニーズに応じる安定し

た運営を目指します。 

 
施設機能・経営組織・職員処遇の

充実 

法人理念のもと、利用者の“ゆりかごから墓場まで”

における多様的なニーズに対応できる創造的な事業

を展開すると共に、社会情勢や制度の変化に対応でき

る柔軟かつ安定した運営を目指す。 

３ 社会福祉法人として、地域との関わりを大切に、地域福祉に貢献します。 

 地域貢献の継続と発展 
庄内厚生館は地域との関わりを大切に、地域の様々な

ニーズの変化に合わせ地域福祉への貢献を目指す。 

４ 一人ひとりのニーズに応じた「利用者本位の最良の福祉」を目指します。 

 サービスの質の向上 
一人ひとりのニーズにあった「利用者本位のサービ

ス」の提供を目指す。 

５ 利用者にとって職員にとって、安全安心で楽しく生活が送れる施設及び事業を目指

します。 

 リスクマネジメントの推進 
総合的にリスクマネジメント体制を確立し、安全対策

を強化する。 

６ 専門職としての「想い」「やりがい」「誇り」を持てる人材を育成する職場を目指しま

す。 

 職員の資質向上 
職員一人ひとりが自発性を高め、業務に対する達成感

を得られる組織を目指す。 

７ 情報の収集・管理を徹底すると共に積極的な情報開示を行い、透明性の確保を目指

します。 

 情報の管理と発信 

迅速かつ適切な情報収集を行い、必要な情報を開示

し、さらなる法人の透明化を図る。情報管理に関する

法令遵守の強化徹底を図る。 
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ビジョン要約版Ⅱ 

【１．法人理念の周知・理解・実践】 

法人理念を共有・共感し、実践する組織を目指します。 

 

【１】長期の取り組み 

私たちが大切にしたい価値観（４つの価値観）を念頭に、職員一人ひとりが「ありたい姿」

「あるべき姿」を描き周知、理解を深めると共に理念行動のもと社会的使命を果たす。 

(a) 周知・・・庄内厚生館の職員として自覚を持つために周知する。 

  (b) 理解・・・やりがい、働きがいを見い出すために理解する。 

  (c) 実践・・・利用者満足・職員満足及び地域貢献を実現するために実践する。 

 

【２】中期の取り組み 

第１ 法人理念に基づいたマネジメント計画を立案する。（組織マネジメントの確立） 

第２ 「理念を考える日」を確立する。（意識と共感向上） 

第３ ４つの価値観についての取り組みを具体化し成果を把握する。 

 

【３】短期の取り組み 

第１ 法人理念及び価値観を朝礼や職員会議等で復唱する。 

第２ 法人理念と価値観をＡ３サイズなどに拡大し、玄関・事務所・作業場等に掲示する。 

第３ 理念についての理解度チェックリストを平成２９年度上期に作成し、下期に理解

度チェックを行う。理解度チェックは年１回実施する。 

第４ ４つの価値観に沿った重点目標を事業所ごとに掲げて実行する。取り組む順につ

いては、下記の通りとする。 

(a) 平成２９年度：① 私たちは、笑顔で寄り添い、一人ひとりを大切にします。 

(b) 平成３０年度：② 私たちは、連携を重視し、チームケアに努めます。 

(c) 平成３１年度：③ 私たちは、専門職として向上心を持ち、自己研鑽に努めます。 

(d) 平成３２年度：④ 私たちは、地域との関わりを大切に、地域福祉に貢献します。 
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ビジョン要約版Ⅱ 

【２．施設機能・経営組織・職員処遇の充実】 

社会福祉法人として、利用者個々のニーズ及び地域・社会のニーズに応じる安定した運営

を目指します。 

 

【１】長期の取り組み 

法人理念のもと、利用者の“ゆりかごから墓場まで”における多様的なニーズに対応でき

る創造的な事業を展開すると共に、社会情勢や制度の変化に対応できる柔軟かつ安定した

運営を目指す。 

 

【２】中期の取り組み 

利用者満足の向上と共に職員満足の向上を図る組織として、職員の質の向上及び各ライ

フイベントに応じたキャリアアップ体制の構築を目指す。 

 

【３】短期の取り組み 

≪ 法 人 全 体 ≫ 

第１ マネジメントの充実 ‐ 法人本部の機能強化を行う。 

 (a) 全事業所及び各委員会（＝法人全体）を管轄する体制整備及び機能強化を行う。 

(b) 社会福祉法の一部改正への対応（役員会の編成・社会福祉充実残額の算定及び計画作

成・法人内の透明性の確保・地域貢献のさらなる充実等）を通じて、公益性の確保とガ

バナンスの強化に向けた体制整備を行う。 

第１(2)マネジメントの充実 ‐ 人材確保の充実を行う。 

(a) 法人本部による各教育機関への積極的な訪問活動を継続して行う。 

(b) 各事業所の実習生（インターンシップ生）受け入れ体制を充実させるため、「実習生ア

ンケートによる事業所評価」の実施準備を行う。 

(c) 非正規職員の給与や手当等を見直し、処遇の改善を行う。 

(d) 採用活動の質の向上を行うため、採用試験への適性検査の導入、内定後フォローアッ

プの実施、配属先への情報提供を通じた連携体制を確立する。 

第２ ＱＯＬ向上を図る組織づくり ‐ 職員のキャリアアップ体制を整備する。 

(a) 平成２９年度より、自身のキャリアビジョンを組織に伝える「自己申告制度」を導入

する。 

(b) 利用者満足度調査（ＣＳ）及び職員満足度調査（ＥＳ）の実施検討を進め、平成３０年

度より実施する。 

第３ “虐待ゼロ”体制の構築・各委員会活動の充実 ‐ 各委員会の体制を整備し、計画

的かつ効果的な人財育成を行う。 

(a) 研修委員会を発足し、研修体制を整備する。詳細については【６．職員の資質向上】に
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示す。 

(b) リスクマネジメント委員会を発足し、規程及びマニュアル等必要な書類の整備を行う。

詳細については【５．リスクマネジメントの推進】に示す。 

(c) 防災対策及び地震防災対策委員会による非難訓練の継続実施、防犯カメラ等の設置に

ついて検討し、平成３０年度内に整備を完了する。整備完了後、事業継続計画（ＢＣＰ）

の作成を開始する。 

(d) 衛生委員会の平成２９年度活動として、「心の健康づくり計画」を策定する。 

(e) 広報委員会の活動内容を明確化し、法人内のさらなる透明化を行う。詳細については

【７．情報の管理と発信】に示す。 

  (f) 福祉サービス改善委員会、賞罰委員会については、活動内容の見直しを常に行いつつ、

利用者への虐待防止と職員の資質向上につながる活動を展開する。 

 

≪ 各 事 業 所 ≫ 

第１ あなみ保育園 ‐ 「あなみ保育園元気公園」への遊具設置等、環境整備を行う。 

第２ 山家学園 ‐ 小規模グループケアへの移行について、平成３１年４月１日移行完

了に向けた準備を行う。 

第３ 木埋学園 ‐ 障害児入所施設維持・障害者支援施設転換・児者併設への移行につい

て、平成３３年４月１日移行完了に向けた検討を行う。 

第４ 久保更生園 ‐ 大規模改修に向けた検討を行う。 

身体機能の低下がみられる利用者の移動時の負担軽減や転倒等のリスク軽減を目指し

た環境整備（個室・ユニット化）について検討する。 

第５ 共同生活援助 ‐ 外部サービス利用型を増設する。 

共同生活援助及び就労継続支援Ａ型の併用が可能な障がい者の受入れを積極的に行い、

他市町村、延いては他県の利用者確保を行う。 

第６ 生活ホーム ‐ 生活困窮者への支援体制を構築する。 

(a) 生活困窮者自立支援法を根拠法とする第二種社会福祉事業「無料低額宿泊事業 生活

（いきいき）ホーム」を新設する。 

(b) 由布市社会福祉協議会及びＮＰＯ法人ワーカーズコープ等と連携し、生活困窮者に対

してボランティア活動や職場体験等、日中活動における訓練の場等を提供する。 
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ビジョン要約版Ⅱ 

【３．地域貢献の継続と発展】 

社会福祉法人として、地域との関わりを大切に、地域福祉に貢献します。 

 

【１】長期の取り組み 

庄内厚生館は地域との関わりを大切に、地域の様々なニーズの変化に合わせ地域福祉へ

の貢献を目指す。 

 

【２】中期の取り組み 

庄内厚生館として地域ニーズの把握に努め、地域福祉の充実を促進する。 

   

【３】短期の取り組み 

≪ 法 人 全 体 ≫ 

第１ 多様化する地域福祉ニーズに即応する先駆的開拓的サービスを実践する。 

 第２ 低所得者や援護を要する人々に対する支援を行う。 

 第３ 福祉人材の育成、福祉教育を実践する。 

 第４ 地域の資源を生かし健康活気ある街づくりに貢献する。 

 第５ 高齢者と子どものふれあいを支援する。 

 第６ 生活困窮者世帯の支援を進める。 

 第７ 無料又は低額料金により福祉サービスを提供する。 

第８ 地域貢献活動の内容を積極的に発信する。 

(a) 納涼祭（法人を中心に３事業所） 

(b) ビッグフェスタ（法人を中心に各事業所） 

(c) グランドゴルフ 

(d) 町内一斉清掃（各事業所） 

(e) 地域福祉（月１回各事業所が集い実施） 

(f) ＮＰＯ法人とのストレスチェック共同実施（県内企業等対象） 

 

≪ 各 事 業 所 ≫ 

第１ あなみ保育園 

(a) 庄内地域のデイサービスとの交流（ほのぼの・みもざ・瑞泉等） 

(b) 地域のイベントへの参加（十七夜、神楽祭り、チャリティー等） 

(c) 地域の方との交流行事 

  (d) 実習生の受け入れ（支援学校・中学校・由布高等学校等） 

  (e) 地域住民との女子会 

  (f) 地域住民の誕生日訪問（７０歳以上対象） 
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第２ 山家学園 

(a) 地区の清掃（神社・小野屋観音際） 

(b) 地域ふれあい交流会   

(c) 地域祭事への参加（御宮・小野屋観音様） 

(d) 実習生の受け入れ（短大・大学生） 

第３ 木埋学園 

(a) 地区の清掃  

(b) イオン早朝清掃 

(c) 実習生の受入れ（短大・大学生） 

第４ 緑の家 

(a) 田んぼの管理委託 

(b) 地域福祉  

第５ 久保更生園 

(a) ガードレール磨き  

(b) 地区のグランドゴルフ大会参加 

(c) 実習生の受け入れ（短大・大学生） 

第６ 希望の家 

(a) ゴミ拾い（２か月に１回） 

(b) リサイクル事業 

(c) 清掃活動 

(d) 実習生の受入れ（支援学校） 

第７ 長宝 

(a) 夏祭り 

(b) 介護予防教室 

(c) 地域の学校との交流（阿蘇野・阿南小学校等） 

(d) 実習生の受け入れ（短大・大学生） 

第８ グループホーム 

事業所周辺の清掃 

第９ ゆふ 

    地域祭事への参加 

第１０ こうせいかん・ゆふネット 

    地域の家庭訪問 
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ビジョン要約版Ⅱ 

【４．サービスの質の向上】 

一人ひとりのニーズに応じた「利用者本位の最良の福祉」を目指します。 

 

【１】長期の取り組み 

一人ひとりのニーズにあった「利用者本位のサービス」の提供を目指す。 

 

【２】中期の取り組み 

多様化する利用者ニーズを的確に把握し、対応出来るよう常に高い意識を持ち、サービス

の提供に努める。（利用者満足の追求） 

 

【３】短期の取り組み 

第１ 利用者本位及び権利擁護について再確認するよう支援マニュアルの見直しを行う。 

第２ 事業所内研修の在り方について検討し、各事業所に応じた研修を実施する。 

(a) あなみ保育園 

    (1) 接遇マナーの意識化 

    (2) 保育課程における利用児の年間指導計画の充実 

    (3) 安心・安全な保育環境への取り組み 

(b) 山家学園 

    (1) 接遇マナーの意識化            

(2) 子どもの権利擁護の取り組み 

    (3) 増加する発達障害児の対応 

    (4) 外部評価受審（平成３０年度実施） 

(5) 利用児自立支援計画の充実 

(6) 支援マニュアルの見直し 

(c) 老人関係事業所 

    (1) 接遇マナーの意識化 

    (2) 利用者の権利擁護の取り組み 

    (3) 介護マニュアルの見直し 

(d) 障害関係事業所 

    (1) 接遇マナーの意識化  

(2) 個別支援計画の充実 

    (3) 利用者の権利擁護の取り組み 

    (4) 支援マニュアルの見直し   

    (5) 介護技術の向上 
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ビジョン要約版Ⅱ 

【５．リスクマネジメントの推進】 

利用者にとって職員にとって、安全安心で楽しく生活が送れる施設及び事業を目指しま

す。 

 

【１】長期の取り組み 

総合的にリスクマネジメント体制を確立し、安全対策を強化する。 

 

【２】中期の取り組み 

第１ リスクマネジメントの推進に向け、利用者一人ひとりの特性に対応できるよう連

携を強化する。 

第２ 「危機管理マニュアル」「法人共通マニュアル」「各事業所マニュアル」を完成させ

る。 

 

【３】短期の取り組み 

第１ 平成２９年度より、リスクマネジメント委員会（各事業所より１名）を発足する。 

(a) 既存マニュアルの点検・分析・分類 

(b) 各事業所のリスク（事故・事件・問題等）の洗出し 

(c) リスク分類（火災・風害・水害・地震・人災） 

(d) マニュアルの新規作成 

(e) リスクマネジメント研修（事業所内研修・法人内研修）の実施 

  (1) マニュアルを活用した研修 

  (2) 他委員会との協力により実施する研修 

第２ 平成２９年度は、下記既存マニュアルの点検・分析・分類を行う。 

① 感染予防マニュアル 

   ② 新型インフルエンザ対応マニュアル 

   ③ 風水害防災マニュアル 

   ④ 夜間火災発生時行動マニュアル 

   ⑤ 火災発生時の対応マニュアル 

   ⑥ 地震発生時の対応マニュアル 

   ⑦ 土砂災害時の対応マニュアル 

   ⑧ 強引な引取りの対応マニュアル 

   ⑨ 児童捜索対応マニュアル 

   ⑩ 事故発生緊急時の対応マニュアル 

   ⑪ 特定個人情報取扱マニュアル 

   ⑫ プライバシー保護マニュアル 

  ⑬ 食中毒対応マニュアル 

  ⑭ ノロウイルス感染予防マニュアル 

  ⑮ 感染症・食中毒疑い時の対応マニュアル 

  ⑯ 健康管理マニュアル 

  ⑰ 入浴介助マニュアル 

  ⑱ 認知症高齢者のケアマニュアル 

  ⑲ 排泄介助時マニュアル 

  ⑳ 服薬管理・介助マニュアル 

  ㉑ 平常時の衛生管理マニュアル 

  ㉒ 福祉サービスに関する相談・苦情等対応マニュアル 

  ㉓ 非措置児童等虐待対応マニュアル 

  ㉔ 障害者虐待防止マニュアル 
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   ㉕ 不審者等の対応マニュアル 

   ㉖ 身体的拘束等マニュアル 

   ㉗ エンパワメントマニュアル 

㉘ 実習生受け入れに関するマニュアル 

㉙ 人権尊重マニュアル 

㉚ てんかん者対応マニュアル 

㉛ 身体拘束禁等マニュアル 

㉜ 守秘義務 

㉝ 個人情報保護について 

㉞ 山家学園支援マニュアル 

㉟ 性教育について 

㊱ 危機対応マニュアル 

㊲ 腸管出血性大腸菌感染症マニュアル 

㊳ 災害時のマニュアル 

㊴ 面会・外出・一時帰宅マニュアル 

㊵ アルバイトマニュアル 

㊶ 携帯電話使用マニュアル 

㊷ ボランティア受け入れマニュアル

 

第３ 平成３０年度より、優先順位（必要性）の高いマニュアルから変更を行う。 
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ビジョン要約版Ⅱ 

【６．職員の資質向上】 

 専門職としての「想い」「やりがい」「誇り」を持てる人材を育成する職場を目指します。 

 

【１】長期の取り組み 

職員一人ひとりが自発性を高め、業務に対する達成感を得られる組織を目指す。 

 

【２】中期の取り組み 

自由な発想のもと、責任ある発言・行動が出来るような環境を創り、仕事に対するモチベ

ーションを高める。 

 

【３】短期の取り組み 

第１ 社会人としてのルールやマナーを身に着けると共に、チームの一員であるという

意識を育てる。具体的には、「人材を育成する環境づくり」「やりがいを持って働け

る環境の整備」の２つの柱を掲げる。 

第２ 次の取り組みを通じて、職員の「成長」と「やりがい」が感じられる育成及び評価

システムを構築する。 

(a) ４月末までに、各管理者あてに研修員派遣依頼文を作成、依頼し、各事業所から研修

員１名をたてる。（立候補を優先。立候補がない場合は、管理者が指名。） 

(b) ５月、職場研修（ＯＪＴ、ＯＦＦ－ＪＴ、ＳＤＳ）の重要性を認識し、各事業所の管

理者と研修員と共通理解を図る研修会を６月に実施する準備等を行う。 

(c) ６月、職場研修（ＯＪＴ、ＯＦＦ－ＪＴ、ＳＤＳ）の実施（３日間の研修を予定）。「平

成３０年度の研修実施のためのアンケート」を研修委員に配布し、記載、その集計を行

い、各事業所のアンケート結果を基に、平成３０年度の研修概要、研修員及び研修委員

会の役割を決める。 

(d) ７月中に、各委員の役割に基づき、平成３０年度の研修実施の準備を行う。 

(e) 職員が「やりがい」を持って業務にあたられるよう、賞や罰の考え方、賞罰委員会の在

り方を見直す。（所属管理者以外の管理者から当事者の話を個別に聞き取る等。）見直し

は、「賞罰委員会の規則の把握と整備」「会則案の提出」「受理、施行」の順に委員長主

導の下、段階的に進めることにする。 
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ビジョン要約版Ⅱ 

【７．情報の管理と発信】 

 情報の収集・管理を徹底すると共に積極的な情報開示を行い、透明性の確保を目指します。 

 

【１】長期の取り組み 

第１ 迅速かつ適切な情報収集を行い、必要な情報を開示し、さらなる法人の透明化を図

る。 

第２ 情報管理に関する法令遵守の強化徹底を図る。 

 

【２】中期の取り組み 

第１ 地域社会に対して必要な情報の提供と発信が行える体制の構築と充実を図る。 

第２ 法人及び各施設の情報をＨＰやＳＮＳ等を通じて積極的に社会へ発信する。 

 

【３】短期の取り組み 

第１ ＨＰ及びＨＰトピックスの更新と見直し ‐ 各施設の委員（担当）が中心となって、

情報収集と情報発信及び情報管理を行う。 

 (a) ＨＰ更新：年１度 

(b) ＨＰトピックス：随時（年１回以上） 

 第２ 広報活動の推進及び個人情報の保護に関する組織体制の整備を行う。 

(a) 平成２９年度の取組み 

(1) 広報委員会の組織体制の整備と広報活動を推進する。施設の広報担当者を委員と

し、各施設より１名選任する。 

(2) 施設における広報内容を検証し、効果的な情報発信のための対策を検討し、法人

及び各施設の広報活動を展開する。 

(3) リスクマネジメント委員会において、個人情報保護の方針を定め、個人情報保護

に関する必要な体制の準備と規程の整備に向けた情報収集を行う。 

(b) 平成３０年度の取組み 

(1) リスクマネジメント委員会において、平成３１年４月施行に向けた規程整備を行

い、法人共通マニュアルを作成し各施設に周知する。 

(2) 各施設における個人情報の取扱い状況を定期的に委員会に報告する。 
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ビジョン全文版 

 「庄内厚生館ビジョン２０２６～ＮＥＸＴ８０～」の７項目に沿い、平成２９年度以降に

おける短期の取組みについて、主なものをあげます。 

 

【１．法人理念の周知・理解・実践】 

法人理念及び価値観を朝礼や職員会議等で復唱します。法人理念を復唱することにより、

常に法人理念を意識した質の高いサービス提供が行えるようになります。さらに、法人理念

と価値観をＡ３サイズ等に拡大し、玄関・事務所・作業場等に掲示することで、職員だけで

なく利用者やその家族等とも共有され、法人理念の実践に繋げることができます。 

理念についての理解度チェックリストについては、職員一人ひとりが法人理念を意識し

た取り組みができているか自身に問いかける機会として実施します。また、４つの価値観を

法人全体の重点目標として位置づけ、事業所ごとに具体的な活動を検討し実施します。 

 

【２．施設機能・経営組織・職員処遇の充実】 

法人全体における短期の取り組みとして、「マネジメントの充実」、「ＱＯＬ向上を図る組

織づくり」、「“虐待ゼロ”体制の構築・各委員会活動の充実」の３つを掲げました。これら

は、人材確保⇒人財育成⇒働きやすい職場づくり⇒利用者と職員の満足度向上⇒低離職率

の維持⇒社会への情報発信等が循環し、相乗効果をもたらす組織の実現に向けた初期の取

組みとなります。職場の環境を整える点については、「ヒト・モノ・カネ」＋「情報・時間」

を意識した組織づくりとＷＬＢ（ワーク・ライフ・バランス）を意識した組織づくりを行う

必要があります。経営の要素である「ヒト・モノ・カネ」に加え「情報・時間」を意識した

組織づくりを行い、タイムマネジメントによる業務の効率化を通じた残業時間のさらなる

削減と有給取得率の向上、必要な情報収集と適切な情報発信が行える体制を整備します。 

短期の取り組みである「マネジメントの充実」の一つに、法人本部の機能強化を掲げまし

た。これは、法人本部が企画、総務、人事、経理、広報を担う重要な部署であることを明確

化し、全事業所と全委員会の管轄を行う事で、組織全体のボトムアップを図ることが狙いで

す。特に、平成２８年度及び平成２９年度は、同年度より施行される社会福祉法の一部改正

への対応（役員会の編成・社会福祉充実残額の算定及び計画作成・法人内の透明性の確保・

地域貢献のさらなる充実等）を通じて、公益性の確保とガバナンスの強化に向けた取組みが

求められます。次に、「マネジメントの充実」の二つ目にあたる人材確保の取り組みとして

は、法人本部による九州内の各教育機関への積極的な訪問活動の継続、各事業所による実習

生（インターンシップ生）受け入れ体制の整備を行います。これらの活動を通じて、人材確

保の充実を図り、人材不足から生じるサービスの質の低下を防ぎます。 

「ＱＯＬ向上を図る組織づくり」については、職員のＱＯＬ向上を図るため、“出る杭は

大切（適切）に育てる”という考えから、職員一人ひとりが自身の「なりたい自分像」を描

けるよう、既存の人事考課制度に関連させて、自身のキャリアビジョンを組織に伝える「自
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己申告制度」を導入します。次に、利用者のＱＯＬ向上を図るため、利用者満足調査の実施

準備を始め、さらに「利用者満足度＝職員満足度」という相互関係性を踏まえ、職員満足度

調査を併せて実施する準備を進めてまいります。利用者満足度及び職員満足度の向上は、次

の“虐待ゼロ”体制の構築にも通じるものです。 

「“虐待ゼロ”体制」を築くために、各委員会活動の見直しを行います。現場でのＯＪＴ

教育に限らず、各委員会活動（ＯＦＦ－ＪＴ）等を通じて、又各委員会が連携し合いながら

人財育成を行う必要があります。 

「各委員会活動の充実」については、研修委員会とリスクマネジメント委員会の発足、既

存する委員会の活動内容を見直し改善を行います。災害対策・防犯対策を強化するために、

防災対策及び地震防災対策委員会が中心となり、日中・夜間を問わず利用者の安全・安心を

確保するための訓練の継続実施、防犯カメラ等その他必要な設備の導入等について検討し、

平成３０年度内に整備を完了します。また、平成３０年度末までに、災害に備えた保存食や

生活物質の適切な備蓄等、事業継続計画（ＢＣＰ）に則り、災害時においてもサービス提供

が継続できる体制の整備を行えるよう事業継続マネジメント（ＢＣＭ）を確立します。衛生

委員会については、利用者の生活環境における衛生面の維持、感染症対策の強化、職員の腰

痛・メンタルヘルス対策等の活動を継続します。メンタルヘルス対策の一環として、平成２

９年度は「心の健康づくり計画」を作成します。広報委員会については、主に法人全体の広

報活動（ＨＰの管理運用、トピックスの更新、ＳＮＳの活用、厚生館だより等の広報誌作成、

その他の情報発信に関する活動等）を担うことになります。先の社会福祉法の一部改正にも

あるように、法人内のさらなる透明化を図る必要があるため、利用者とその家族や関係者、

地域及び社会に対して、必要かつ積極的な情報発信を行ってまいります。平成２９年度の活

動内容として、利用者と人材の確保を目的としたパンフレットリニューアル及びタペスト

リーの作成等を行ってまいります。以上の委員会については、構成員に管理職及び一般職が

含まれることを原則とし、創造的な委員会活動の継続（マンネリ化防止）と職員教育を図る

ために、若年層（３５歳未満）を積極的に委員長へ選任します。 

各事業所における短期の取り組みについてです。保育所の環境整備（あなみ保育園）につ

いては、児童の健全たる成長を目指し「あなみ保育園元気公園」へ遊具の設置等、児童の運

動機能や脳機能等の向上及び児童同士の交流、親子交流が促進される環境を整備します。ま

た、ＩＣＴ導入よる業務の効率化及び職員の負担軽減を行います。小規模グループケアへの

移行対応（山家学園）については、行政等との協議を重ねながら、平成３０年４月１日に移

行を完了させます。障害児入所施設維持・障害者支援施設転換・児者併設への移行対応（木

埋学園）については、知的能力障がいをベースに精神疾患等を併発する重度障がい児へのケ

アの充実を目指し、職員教育の継続実施、児童の情緒安定等を目指した建物の大規模改修に

ついても同時に検討します。同じく大規模改修に向けた検討（久保更生園）については、先

述の通り、身体機能の低下がみられる利用者へのケアの充実を目指した職員教育、利用者の

移動時の負担軽減や転倒等のリスク軽減を目指した環境整備（個室・ユニット化）について
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検討してまいります。共同生活援助の増設については、建物及び世話人の確保等、増設に向

けた準備を行います。生活困窮者への支援体制の構築（生活ホーム）については、生活困窮

者自立支援法を根拠法とする第二種社会福祉事業「無料低額宿泊事業 生活（いきいき）ホ

ーム」を平成２９年度より新設し、由布市内の住民を対象とした無料又は低額の宿泊場の提

供を開始します。先述の通り、由布市社会福祉協議会及びＮＰＯ法人等と連携し、生活困窮

者への支援体制を整えます。 

 

【３．地域貢献の継続と発展】 

 地域貢献として７つの活動と、広報活動を掲げました。７つの地域貢献活動の具体的な内

容については、既存する貢献活動に加え新たな貢献活動として、あなみ保育園による「地域

住民の誕生日訪問（７０歳以上対象）」、ゆふによる「地域祭事への参加」、こうせいかん・

ゆふネットによる「地域の家庭訪問」を掲げました。以上の取り組みに限らず、地域のニー

ズの把握を続け、地域貢献活動を継続してまいります。また、活動内容については、ホーム

ページ等を活用し、積極的に発信してまいります。 

 

【４．サービスの質の向上】 

利用者本位のサービス及び利用者の権利擁護について深く職員一人ひとりが再認識、

理解した上で、サービス提供を実施します。そのため、各事業所にある支援マニュアル

の見直しを実施します。また、サービスの質の向上には支援スキルの向上が不可欠であ

り、事業所も多種ある中、障がいと老人に向けてはまず、日々の生活の中での介護技術

の研修、児童養護では心理的な研修・児童に対する関わり方（虐待を含め）、保育所で

は保育技術・保護者との関わり方等の研修を事業所内研修として推進します。そのため

には、事業所内研修の在り方を他事業所も参加した中で検討し、全体を通して接遇マナ

ーの意識も高める必要があります。 

 

【５．リスクマネジメントの推進】 

平成２９年度よりリスクマネジメント委員会を立ち上げ、既存のマニュアルの点検・分

析・分類を行います。各事業所から１名の委員を選抜することで、他の事業所で活用されて

いるマニュアルやリスクの共有化が図れます。 

平成３０年度は、優先順位（必要性）の高いマニュアルから変更を行ってまいります。既

存のマニュアルは事業所によって内容が異なる場合があるため、リスクの分類（“自然災害”

や“人災”等）を行いながら、可能な限り共通性を持たせたマニュアルを作成、変更する必

要があります。また、実際のマニュアル作成や変更、周知活動については、リスクマネジメ

ント委員会と連携しながら、マニュアルを管理する事業所や委員会が担います。 

マニュアルの整理が行えれば、新入社員及び異動職員の教育に活用することができるよ

うになり、委員会活動としてリスクマネジメントを推進することによって、各職員のスキル
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ＵＰが期待できます。 

 

【６．職員の資質向上】 

福祉サービスは、他のサービス業とは異なり、「生活の支援を必要とする人々に対し、様々

な専門性を提供するサービス」であるため、担い手である職員の「資質の向上」は、福祉サ

ービスの要と考えられます。 

 そこで、『専門職としての「想い」「やりがい」「誇り」を持てる人材が育成できる職場を

目指すために』というテーマの下、短期の取り組みを掲げました。平成２９年度は、主に研

修委員会の発足及び役割の明確化を図るための準備期間とし、各事業所の管理者や研修委

員等が職場研修（ＯＪＴ、ＯＦＦ－ＪＴ、ＳＤＳ）の重要性について認識し、理解すること

を目的とします。また、同年度内に、研修委員会主導の下、平成３０年度の研修体制及び内

容について検討を行います。 

 

【７．情報の管理と発信】 

法人及び施設の広報活動を活発にするため、広報委員会の組織体制の整備を行い、ＨＰ・

ＳＮＳ・広報紙を活用しながら、可能な限り地域に向けた情報発信を行います。個人情報に

ついては、プライバシーの配慮や漏減対策などが必要です。リスクマネジメント委員会で、

個人情報保護の方針や体制と規程の整備を行っていきます。併せて、法人全体の個人情報保

護マニュアルを作成し各施設に周知します。 

 

 

 

 

 

 

 



創立７０周年記念事業 将来構想委員会プロジェクト企画 

 

 

  プロジェクト     記念ＤＶＤ・沿革史制作 

             ビジョン策定 

 

  スケジュール     ２０１６年１月５日   園長会（立案） 

             ２０１６年２月１日   園長会（委員会構成員決定） 

             ２０１６年５月９日   第一回検討会（記念誌） 

             ２０１６年５月１３日  第二回検討会（ビジョン） 

             ２０１６年５月２６日  第三回検討会（ビジョン） 

             ２０１６年６月３０日  第四回検討会（ビジョン） 

             ２０１６年７月４日   ＤＶＤ撮影レクチャー会 

             ２０１６年８月２６日  第五回検討会（ビジョン・ＤＶＤ） 

             ２０１６年１１月７日  第六回検討会（ビジョン） 

             ２０１６年１２月１４日 第七回検討会（ビジョン） 

             ２０１６年１２月２１日 ビジョン説明会（園長等へ引継ぎ） 

             ２０１７年１月２４日  第一回幹部会（ビジョン） 

             ２０１７年２月２０日  第二回幹部会（ビジョン） 

             ２０１７年３月２２日  ＤＶＤ・沿革史完成 

             ２０１７年３月２３日  役員会（ビジョン承認） 

 

委員会構成員     法人本部事務局   法人本部長  伊藤秀海 

法人本部事務局   主任     角和茂 

あなみ保育園    主任     宇都宮由子 

久保更生園     主任     吉松寛 

木埋学園      看護師    小野徳子 

山家学園      保育士    按察結生 

希望の家      生活支援員  長野貴道 

 

コンサルタント    ㈱エステル研究所  所長     澤田久幸 氏 

  ＤＶＤ制作      有限会社 エム・シー・エヌ 

  記念誌制作      株式会社 得丸デザイン印刷 

 


